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検索 

千葉市まちづくり応援寄附金について 

新型コロナウイルス感染症拡大による活動の自粛等により、活動や運営に影響を受けた“まちづ

くり団体を応援する”ため、そして、“まちづくり活動の更なる活性化”を目指して、「千葉市まち

づくり応援寄附金（愛称：まち寄附）」を令和 2 年 9 月より開始しています。 

 

■まち寄附とは？ 

寄附者が、一定の要件を満たした対象団体の中から、応援したい団体を指定して寄附ができる制

度です。ふるさと納税を経由して団体へ寄附することで、寄附者は税控除を受けることができ、団

体としても寄附を集めやすくなることが期待されます。 

 

 

 

 

 

■まち寄附にぜひご登録ください！ 

令和 4 年度から、さらに多くのまちづくり団体への支援を実現させるため、以下のとおり対象団

体を拡充いたしました。今回の対象団体の拡充により、一定の要件（裏面に記載）を満たしていれ

ば、町内自治会などの団体もまち寄附に登録することができるようになりましたので、「活動費を

集めたい！」とお考えの町内自治会などの団体におかれましては、登録をご検討ください。 

また、登録団体への寄附も随時受け付けておりますので、よろしければご利用ください。 

 

対象団体の拡充について 

令和３年度までは NPO 法人のみが対象でしたが、令和４年度からは、対象となる団体を拡充し、NPO

法人以外の市内でまちづくり活動を行う団体※も対象となりました。 

 

※市内でまちづくり活動を行う団体 

 NPO 法人、任意団体、町内自治会、PTA など、団体の形態に関わらずご登録いただけます。対象団体の

詳しい要件は、裏面に記載がございます。必ずご確認ください。 

 

 

団体登録や申請書類、その他詳細はホームページから 

 
まち寄附 団体登録 申請 

寄附者 

①登録 

③寄附の交付 ②団体を指定して寄附 
※返礼品はありません 

対象団体 千葉市 
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■対象団体の主な要件 

※千葉市まちづくり応援寄附金（市民活動団体を指定した寄附）による寄附金交付要綱より一部抜粋 

 

① 団体に係る要件 

ア 総会や理事会などにより団体の意思決定を行っていること。 

イ 法人格の有無に関わらず、定款、団体規約又はこれに準ずるものを備えていること。 

ウ 過去３年分以上（団体の創設の日から３年を経過していない場合には創設の日以降）の事業活動や

決算・財務の情報を、開示している又は開示を可能としていること。 

エ １０名以上の構成員で組織された団体であること。 

オ 団体設立時等に公的機関による出資等を受けていないこと。 

カ 会員が納めるべき会費等の収入がある場合、会費等の集金を廃止することや、会費相当額を寄附金

として会員に寄附させることなど、寄附金を事実上の会費等に代わるものとして取り扱う意思がな

いこと。 

 

② 活動に係る要件 

ア 主に千葉市内で公益性の高いまちづくり活動を行っており、次の（ｱ）又は（ｲ）のいずれかに該当す

ること。 

（ｱ）千葉市の施策と整合する活動を行っていること。 

（ｲ）千葉市との協働の実績を有すること。 

イ 千葉市内で１年以上の継続的な活動実績があること。 

ウ 法令違反、公序良俗に反する活動等をしていないこと。 

エ 活動の目的が、宗教、政治的なものでない（法第２条第２項第２号の要件に該当しない）こと。 

 

その他にも要件がございますので、千葉市ホームページにて要綱をご一読ください。 

 

■説明会を開催いたします！ 

まち寄附に登録するメリットや、具体的な登録方法などについて説明会を実施す

る予定です。開催方法や参加申込みなど詳細は、千葉市ホームページにて公開いた

しますので、ご興味がある方はこちらの QR コードからご確認ください。 

 

 

 

市民局市民自治推進課 

担当：有水・峯岸 

電話：043-245-5664 

説明会開催日時： 

（第１回）2022 年 8 月 3 日（水）14：00～15：00 

（第２回）2022 年 8 月 7 日（日）14：00～15：00 

 

 


